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介
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第
二
千
三
十
一
号

平
成
十
四
年
六
月
七
日

(

金
曜
日)

名

称

居
宅
介
護
事
業
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

居
宅
介
護
事
業
所

所

在

地

指

定

年
月
日



� �

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
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社
会
福
祉
法

人
弘
友
会

株
式
会
社
再

春
舘

大
東
株
式
会

社 〃 医
療
法
人
光

和
会

サ
ン
・
ケ
ア

ネ
ッ
ト
有
限

会
社

弘
前
市
大
字
向
外

瀬
字
豊
田
三
二
〇

の
一

三
戸
郡
福
地
村
大

字
小
泉
字
下
舘
野

七
の
六

西
津
軽
郡
木
造
町

大
字
中
館
字
田
浦

四
四
の
一

〃 む
つ
市
新
町
一
〇

の
四
六

弘
前
市
大
町
二
丁

目
六
の
二

特
定
施
設

入
所
者
生

活
介
護

〃 〃 痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

通
所
介
護

訪
問
介
護

ケ
ア
ハ
ウ
ス

サ
ン
・
フ
ラ

ワ
ー

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
あ
い
の
里

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
我
が
家

〃 に
こ
に
こ
ハ

ウ
ス
大
曲

サ
ン
ケ
ア
ネ
ッ

ト
弘
前

弘
前
市
大
字
向
外

瀬
字
豊
田
三
二
〇

の
一

三
戸
郡
福
地
村
大

字
小
泉
字
下
舘
野

七
の
六

西
津
軽
郡
木
造
町

大
字
中
館
字
田
浦

四
四
の
一

〃 む
つ
市
大
曲
三
丁

目
三
の
一
〇

弘
前
市
大
町
二
丁

目
六
の
二

��

･

�･

�

��･

�･

��

��･

�･

�

〃 〃 平
成

��･

�･

�

サ
ン
・
ケ
ア
ネ
ッ

ト
有
限
会
社

名

称

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

弘
前
市
大
町
二
丁

目
六
の
二

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

サ
ン
ケ
ア
ネ
ッ
ト

弘
前
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

名

称

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

弘
前
市
大
町
二
丁

目
六
の
二

所

在

地

平
成

��･

�･

�

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

す
わ
ん

弘
南
生
活
協
同

組
合

有
限
会
社
ほ
お

ず
き

北
津
軽
郡
市
浦
村

大
字
脇
元
字
磯
辺

三
六
五
の
一

南
津
軽
郡
平
賀
町

大
字
苗
生
松
字
川

崎
一
九
の
一

八
戸
市
大
字
是
川

字
転
道
平
一
の
二

在
宅
介
護
支
援
セ

ン
タ
ー
す
わ
ん
の

里 コ
ー
プ
介
護
支
援

事
業
所

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
ほ
お
ず
き

北
津
軽
郡
市
浦
村

大
字
脇
元
字
磯
辺

三
六
五
の
一

南
津
軽
郡
平
賀
町

大
字
苗
生
松
字
川

崎
一
九
の
一

八
戸
市
大
字
是
川

字
転
道
平
一
の
二

��･

�･

�

��･

�･

��

��･

�･

�

〃 〃 社
会
福
祉
法

人
三
�
村
社

会
福
祉
協
議

会 名

称

居
宅
介
護
事
業
者

〃 〃 東
津
軽
郡
三
�
村

字
本
町
一
三
九

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

通
所
介
護

訪
問
入
浴

介
護

訪
問
介
護

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

〃 〃 社
会
福
祉
法

人
三
�
村
社

会
福
祉
協
議

会 名

称

居
宅
介
護
事
業
所

〃 〃 東
津
軽
郡
三
�
村

字
新
町
七

所

在

地

〃 〃 平
成

��･

�･

��

廃

止

年
月
日
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た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

農
地
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号)
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
作
成
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
収
用
又
は
使

用
の
手
続
開
始
の
申
立
て
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

収
用
又
は
使
用
の
手
続
の
開
始

１

起
業
者
の
名
称

国
土
交
通
大
臣

２

収
用
又
は
使
用
の
手
続
の
開
始
に
係
る
事
業
の
種
類

一
般
国
道
七
号
改
築
工
事

(

青
森
環
状
道
路
・
青
森
県
青
森
市
大
字
安
田
字
近
野
地
内
か
ら

同
県
同
市
大
字
八
ツ
役
字
矢
作
地
内
ま
で
及
び
同
県
同
市
大
字
筒
井
字
八
ツ
橋
地
内
か
ら
同
県

同
市
大
字
駒
込
字
前
田
地
内
ま
で
並
び
に
同
県
同
市
大
字
戸
山
字
宮
崎
地
内
か
ら
同
県
同
市
大

字
平
新
田
字
森
越
地
内
ま
で)

、
こ
れ
に
伴
う
県
道
一
部
改
築
工
事
及
び
一
般
国
道
四
号
改
築

工
事

３

収
用
又
は
使
用
の
手
続
の
開
始
を
す
る
土
地

青
森
県
青
森
市
大
字
安
田
字
稲
森
及
び
字
若
松
、
大
字
細
越
字
常
盤
及
び
字
繁
、
大
字
大
野

字
今
井
及
び
字
笹
崎
並
び
に
大
字
筒
井
字
八
ツ
橋
地
内

二

土
地
収
用
法
第
三
十
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

青
森
市
役
所

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
四
年
五
月
二
十
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
青
い
森
空
間
創
造
女
性
会
議

三

代
表
者
の
氏
名

北
村

真
夕
美
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社
会
福
祉
法
人

三
�
村
社
会
福

祉
協
議
会

名

称

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

東
津
軽
郡
三
�
村

字
本
町
一
三
九

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

三
�
村
社
協
指
定

居
宅
介
護
支
援
事

業
所 名

称

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

東
津
軽
郡
三
�
村

字
新
町
七

所

在

地

平
成

��･

�･

��

廃

止

年
月
日

芦
野
地
区

地
区
名

北
津
軽
郡
金
木
町
大
字

川
倉
字
七
夕
野
八
四
の

七
三
一

所

在

一
口

予
定
売
渡
口
数

増

反

者

九
〇
九
平
方
メ
ー

ト
ル 予

定
売
渡
面
積

農

地

備

考
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四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
長
島
三
丁
目
二
二
の
四

野
口
ビ
ル
二
階

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
主
に

｢

み
ち｣

を
軸
と
し
た
地
域
間
、
官
民
そ
し
て
女
性
の
交
流
連
携
を
通
じ

て
、
ま
ち
づ
く
り
や
人
材
育
成
を
テ
ー
マ
に
、
地
域
間
の
交
流
と
連
携
を
促
進
す
る
取
り
組
み
や

活
動
を
支
援
し
、
市
民
の
活
力
溢
れ
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

調
理
師
試
験
の
施
行

平
成
十
四
年
調
理
師
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
青
森
県
調
理
師
法
施
行
細
則

(

昭
和

四
十
四
年
七
月
青
森
県
規
則
第
四
十
四
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

１

期
日

平
成
十
四
年
十
月
六
日

(

日)

２

場
所

青
森
市
大
字
浜
館
字
間
瀬
五
八
の
一

青
森
県
立
保
健
大
学

二

受
験
願
書
受
付
期
間

平
成
十
四
年
七
月
二
十
二
日

(

月)

か
ら
同
月
二
十
六
日

(

金)

ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ

る
場
合
は
七
月
二
十
六
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と
す
る
。

三

受
験
願
書
提
出
先

〒
〇
三
〇
―
八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
課
試
験
免
許
班

四

そ
の
他

受
験
願
書
用
紙
は
、
県
内
各
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
保
健
部
及
び
青
森
県
健
康
福
祉
部
健

康
医
療
課
試
験
免
許
班
で
交
付
す
る
。

試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
青
森
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
課
試
験
免
許
班

(

試
験
専
用
電

話
〇
一
七
―
七
七
六
―
四
七
六
四)

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
斎
藤
工
務
所

二

代
表
者
の
氏
名

松
下

勝
彦

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

む
つ
市
大
平
町
二
一
の
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
九)

第
三
九
二
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
四
年
五
月
二
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
舗
装
、
造
園
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
四
年
五
月
二
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
夏
堀
組

二

代
表
者
の
氏
名

夏
堀

代
志
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

下
北
郡
川
内
町
大
字
川
内
字
館
山
下
一
〇
八
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
九)

第
一
七
七
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
四
年
五
月
二
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

青 森 県 報平成14年６月７日 金曜日 第2031号 �
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管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
四
年
五
月
二
十
三
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
夏
堀
組

二

代
表
者
の
氏
名

夏
堀

代
志
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

下
北
郡
川
内
町
大
字
川
内
字
館
山
下
一
〇
八
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
九)

第
一
七
七
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
四
年
五
月
二
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
舗
装
、
し
ゅ
ん
せ
つ
、
造
園
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業

の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
四
年
五
月
二
十
三
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

商
号
又
は
名
称

誠
工
業

二

氏
名

須
藤

誠

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
岡
町
一
二
五
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
二)

第
一
〇
〇
三
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
四
年
五
月
二
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

左
官
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
四
年
五
月
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
福

地
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
七
日

三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

平

野

隆

夫

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
五

所
川
原
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
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監

事

役
員
の

区

別

夏
堀

文
雄

氏

名

三
戸
郡
福
地
村
大
字
苫
米
地
字
下
宿
一
七

住

所

平
成
��･

�･

�

就
任
の
年
月
日
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平
成
十
四
年
六
月
七
日

北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

山

本

義

弘

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
赤

沼
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
七
日

上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

田

中

正

之

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
告
示
第
十
四
号

建
築
基
準
法(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
及
び
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理

事

〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃 役
員
の

区

別

成
田

守

宮
本嘉
四
太
郎

川
浪

茂
浩

長
尾

則
昭

鹿
内

清
栄

高
橋

光
明

小
野

孝
幸

奈
良

孝
男

一
戸

実

蒔
田

鉄
男

成
田

守

小
野

竹
雄

川
浪

茂
浩

宮
本嘉
四
太
郎

鹿
内

清
栄

長
尾

則
昭

一
戸

健
一

奈
良

孝
男

一
戸

一

蒔
田

鉄
男

氏

名

五
所
川
原
市
松
島
町
四
丁
目
二
一

〃

字
下
平
井
町
四
七
の
一

〃

大
字
藻
川
字
村
崎
七
〇
三
の

二〃

大
字
鶴
ケ
岡
字
鎌
田
二
六
一

の
一

〃

大
字
湊
字
船
越
二
三
四
の
二

〃

大
字
藻
川
字
村
崎
六
九
四
の

二〃

大
字
鶴
ケ
岡
字
川
袋
一
七
七

の
四

〃

大
字
田
川
字
薮
里
一
三
七
の

二〃

大
字
藻
川
字
村
崎
五
四
六

〃

字
烏
森
三
五

〃

松
島
町
四
丁
目
二
一

〃

大
字
鶴
ケ
岡
字
鎌
田
二
九
五

の
一

〃

大
字
藻
川
字
村
崎
七
〇
三
の

二〃

字
下
平
井
町
四
七
の
一

〃

大
字
湊
字
船
越
二
三
四
の
二

〃

大
字
鶴
ケ
岡
字
鎌
田
二
六
一

の
一

〃

大
字
藻
川
字
村
崎
六
二
四
の

一〃

大
字
田
川
字
薮
里
一
三
七
の

二〃

大
字
藻
川
字
蟹
下
九
〇
の
七

〃

字
烏
森
三
五

住

所

平
成
��･

�･

��就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃��･

�･

��退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃
就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃監

事

〃理

事

〃〃〃〃監

事

〃 役
員
の

区

別

杉
山

敏
美

栗
山

金
雄

松
田

信
一

後
沢

弘
毅

沼
岡

晴
男

白
山

武
夫

上
明
戸

健

栗
山

金
雄

上
明
戸
清
範

松
田

信
一

下
山

健
逸

杉
山

敏
美

白
山

武
夫

上
明
戸

健

氏

名

十
和
田
市
大
字
赤
沼
字
向
川
原
八
四
の
五

〃

大
字
相
坂
字
向
切
田
九
〇
の
一

〃

〃

字
白
上
三
二
二

〃

大
字
赤
沼
字
上
川
原
二
一
の
一

〃

〃

字
明
戸
一
〇
九
の
一

〃

大
字
切
田
字
川
原
二
の
一
一

〃

大
字
赤
沼
字
前
川
原
五
四
の
一

〃

大
字
相
坂
字
向
切
田
九
〇
の
一

〃

大
字
赤
沼
字
明
戸
三
の
三

〃

大
字
相
坂
字
白
上
三
二
二

〃

大
字
三
本
木
字
中
掫
七
三
の
一

〃

大
字
赤
沼
字
向
川
原
八
四
の
五

〃

大
字
切
田
字
川
原
二
の
一
一

〃

大
字
赤
沼
字
前
川
原
五
四
の
一

住

所

平
成
��･

�･

�就
任

〃〃〃〃〃〃��･

�･

�退
任

〃〃〃〃〃〃
就
任
及
び
退
任

の

年

月

日
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十
和
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
七
日

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
長

上

原

佳

三

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
告
示
第
十
五
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
及
び

三
沢
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
七
日

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
長

上

原

佳

三

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
七
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

橋

本

昭

一
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十
和
田
市
元
町
東
五
丁
目
六

〇
の
四
四

位

置

五
六
・
〇
五
メ
ー
ト

ル
延

長

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

幅

員

平
成��･

�･

��

指
定
年
月
日

三
沢
市
千
代
田
町
四
丁
目
一

四
〇
の
八
二
九
及
び
一
四
〇

の
八
三
五

位

置

四
〇
・
一
四
メ
ー
ト

ル
延

長

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

幅

員

平
成��･

�･
��

指
定
年
月
日

同

右

同

右

同

右

同

右

回
胴
式
遊
技
機

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

遊
技
機
の
種
類

ネ
オ
プ
ラ
ネ
ッ
ト
Ｘ
Ｘ

エ
イ
リ
ア
ン

モ
ン
ロ
ー

デ
ー
ト
ラ
イ
ン
ペ
ガ
サ
ス

バ
ク
レ
ツ
オ
ウ
７

Ｃ
Ｒ
ド
ラ
ム
チ
ッ
ク
麻
雀
Ｅ

Ｃ
Ｒ
夢
の
超
特
急
Ｍ

Ｃ
Ｒ
夢
の
超
特
急
Ｌ

Ｃ
Ｒ
む
し
虫
ラ
ン
ド
炸
裂
編

Ｃ
Ｒ
ブ
イ
ブ
イ
大
行
進

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
ク
エ
ス
ト
Ｇ
Ｐ

フ
ィ
ー
バ
ー
エ
ジ
プ
シ
ャ
ン
Ｄ
Ｘ

Ｃ
Ｒ
ピ
ー
マ
ン
Ｚ
２

Ｃ
Ｒ
ピ
ー
マ
ン
Ｘ
１

型

式

名

山
佐
株
式
会
社

同

右

ア
イ
ジ
ー
テ
ィ
ジ
ャ
パ
ン
株
式

会
社

テ
ク
ノ
コ
ー
シ
ン
株
式
会
社

株
式
会
社
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
ー
ト

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ズ

同

右

同

右

株
式
会
社
大
一
商
会

株
式
会
社
エ
ー
ス
電
研

株
式
会
社
銀
座

株
式
会
社
ダ
イ
ド
ー

株
式
会
社
三
共

同

右

京
楽
産
業
株
式
会
社

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名



� �

雑

報

宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試
験
の
実
施

宅
地
建
物
取
引
業
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号)
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
青
森
県
知
事
の
委
任
に
係
る
平
成
十
四
年
度
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試
験
を
次
の
と
お
り

実
施
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
七
日

財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構

理
事
長

河

野

正

三

一

試
験
の
日
時

平
成
十
四
年
十
月
二
十
日

(

日)

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

た
だ
し
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す

る
者
が
行
う
講
習
を
受
講
し
修
了
試
験
に
合
格
し
た
者
で
、
試
験
の
一
部
免
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
者

(

以
下

｢

指
定
講
習
修
了
者｣

と
い
う
。)

に
つ
い
て
は
、
午
後
一
時
十
分
か
ら
午
後
三
時

ま
で

二

試
験
の
場
所

受
講
申
込
み
受
付
の
際
、
指
定
す
る
。

三

試
験
の
内
容

１

内
容

お
お
む
ね
次
の
事
項
に
つ
い
て
行
う
。

�

土
地
の
形
質
、
地
積
、
地
目
及
び
種
別
並
び
に
建
物
の
形
質
、
構
造
及
び
種
別
に
関
す
る

こ
と
。

�

土
地
及
び
建
物
に
つ
い
て
の
権
利
及
び
権
利
の
変
動
に
関
す
る
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

�

土
地
及
び
建
物
に
つ
い
て
の
法
令
上
の
制
限
に
関
す
る
こ
と
。

�

宅
地
及
び
建
物
に
つ
い
て
の
税
に
関
す
る
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

�

宅
地
及
び
建
物
の
需
給
に
関
す
る
法
令
及
び
実
務
に
関
す
る
こ
と
。

�

宅
地
及
び
建
物
の
価
格
の
評
定
に
関
す
る
こ
と
。

�

宅
地
建
物
取
引
業
法
及
び
同
法
の
関
係
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
指
定
講
習
修
了
者
に
つ
い
て
は
、
前
記
�
と
�
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
問
題

を
免
除
す
る
。

２

出
題
法
令
の
適
用
期
日

平
成
十
四
年
四
月
一
日
現
在
施
行
さ
れ
て
い
る
法
令

四

試
験
の
方
法
及
び
出
題
数

１

方
法

四
肢
択
一
式
の
筆
記
試
験
に
よ
る
。

２

出
題
数

五
十
問

た
だ
し
、
指
定
講
習
修
了
者
に
つ
い
て
は
四
十
五
問
と
す
る
。

五

受
験
資
格

年
齢
、
性
別
、
学
歴
等
に
関
係
な
く
、
だ
れ
で
も
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六

試
験
案
内
及
び
受
験
申
込
書
の
配
布

１

配
布
期
間

平
成
十
四
年
七
月
八
日

(

月)

か
ら
同
年
八
月
二
日

(

金)

ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日

曜
日
及
び
休
日
は
除
く
。

２

配
布
場
所

社
団
法
人
青
森
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
本
部
及
び
各
支
部
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住

宅
課
並
び
に
青
森
県
各
県
土
整
備
事
務
所

七

受
験
手
数
料

七
千
円

受
験
申
込
み
前
に
、
所
定
の
郵
便
振
替
用
紙
に
よ
り
、
郵
便
局
又
は
財
団
法
人
不
動
産
適
正
取

引
推
進
機
構
が
指
定
す
る
銀
行
預
金
口
座
に
払
い
込
む
こ
と

(

払
込
手
数
料
は
、
本
人
負
担)

。

八

受
験
申
込
み

１

申
込
期
間

平
成
十
四
年
七
月
二
十
九
日

(

月)

か
ら
同
年
八
月
二
日

(

金)

ま
で
の
午
前
九
時
三
十
分

か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

２

申
込
場
所

社
団
法
人
青
森
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

(

青
森
市
長
島
三
丁
目
一
一
番
一
二
号

青
森
県
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同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

ダ
イ
キ
チ

グ
レ
ー
ト
ザ
ウ
ル
ス

ス
カ
ル
ス
カ

サ
ザ
ン
ウ
ェ
イ
ブ
―
３
０

ダ
イ
キ
チ
ク
ラ
ブ

同

右

株
式
会
社
ネ
ッ
ト

同

右

株
式
会
社
タ
イ
ヨ
ー

株
式
会
社
オ
リ
ン
ピ
ア



� �

不
動
産
会
館)

な
お
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
社
団
法
人
青
森
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
あ
て
、
簡
易
書
留

郵
便
又
は
配
達
記
録
郵
便
で
申
し
込
む
こ
と

(

平
成
十
四
年
七
月
八
日

(

月)

か
ら
同
年
八
月

二
日

(

金)

ま
で
の
日
付
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。)

。

３

提
出
書
類

�

受
験
申
込
書

(

受
験
手
数
料
納
入
済
を
証
す
る
郵
便
振
替
払
込
受
付
証
明
書
を
貼
っ
た
も

の)

�

写
真
一
葉

(
受
験
申
込
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
上
半
身
、
無
帽
、
正
面
向
き
、
無
背

景
で
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
、
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
か
ら
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
間
の
大
き
さ
の
も
の)

�

指
定
講
習
修
了
者
に
つ
い
て
は
、
前
記
�
と
�
に
加
え
て
講
習
修
了
者
証

(

修
了
試
験
合

格
年
月
日
が
試
験
実
施
日
前
三
年
以
内
の
も
の)

九

合
格
発
表

１

発
表
の
期
日

平
成
十
四
年
十
二
月
四
日

(

水)

２

発
表
の
方
法

社
団
法
人
青
森
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
及
び
青
森
県
庁
東
棟
一
階
掲
示
板
に
合
格
者
一
覧

表
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
本
人
へ
の
合
格
証
書
の
送
付
に
よ
り
行
う
。

十

試
験
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

社
団
法
人
青
森
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

(

電
話
青
森
七
二
二
局
四
〇
八
六
番)
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(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人
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